
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１０日（木） １２時００分ごろ 

発生場所 熊本県八代海中部 同県津奈木町沖島灯台から真方位０２４°２.６海里付

近 

（概位 北緯３２°２０.３５′ 東経１３０°２７.９７′） 

事故調査の経過  平成２２年６月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 大栄
だいえい

丸、２.６トン 

   ＫＭ３－４５８０２（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.９０ｍ（Lr）×２.２６ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５８年１２月２０日 

Ｂ モーターボート ＴＯＭＯＲＲＯＷ
ツ モ ロ ウ

、５トン未満 

   ２９１－２８１９３熊本、個人所有 

   ５.２１ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２９.４２kＷ、昭和６３年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５１年２月１３日 

    免許証交付日 平成２２年７月１３日 

           （平成２８年５月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５２年１２月２日 

    免許証交付日 平成１９年１月３０日 

           （平成２５年１月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ、同乗者Ｂ）        

 損傷 Ａ 船首部にペイント剥離を伴う擦過傷 

Ｂ 船尾左舷側外板に破口及び船外機に擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが、１人で乗り組み、周囲に船舶を見かけなかったこと

から、前方に他船がいないものと思い、操舵室左舷側に設置された魚群探

知機の画面を見ながら手動操舵により、針路を約０１０°（真方位、以下

同じ。）、対地速力を約１１.８ノットとして航行中、平成２２年６月１０日

１２時００分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の船尾とが衝突した。 
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Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、衝突場所付近で船

首を約０２０°に向け、船首及び船尾から錨を入れて釣りを行っていたと

ころ、左舷船尾にいた船長Ｂが、１１時５８分ごろ右舷船尾約１０°７０

０ｍ付近からＢ船に向けて接近するＡ船を初めて視認したが、Ａ船はＢ船

に気付いており、いずれ避けてくれるものと思い、魚釣りを続けた。 

右舷船首にいた同乗者Ｂは、約５０ｍまで接近したＡ船との衝突の危険

を感じ、大きな叫び声を出すとともに両手を大きく振り、ほぼ同時に船長

Ｂが衝突回避のため船尾の錨索を解いた直後、両船が衝突した。 

船長Ｂは、海上保安部に通報したのち、同部の指示に従い、両船とも自

力で帰航した。 

船長Ｂは、通院加療約４週間の腰部打撲を、同乗者Ｂは、通院加療約１

週間の肩部打撲を、それぞれ負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、波 なし 

 その他の事項 Ａ船は、いつも夜明けごろから１４時ごろまで操業していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、八代海東岸沖において、魚群探索をし

ながら北進中、船長Ａが、周囲に漁船などが見当

たらなかったので、前方に他船はいないものと思

い込み、魚群探知機の画面に意識を集中し、見張

りを行っていなかったため、前路で錨泊中のＢ船

に向かって航行し、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、釣りをしながら錨泊中、船長Ｂが、Ｂ

船に向けて接近するＡ船を視認していたが、Ａ船

はＢ船に気付いており、いずれ避けてくれるもの

と思い込んでいたため、Ａ船が約５０ｍに接近す

るまで釣りを続けていたものと考えられる。 

原因 本事故は、八代海東岸沖において、Ａ船が魚群探索をしながら北進中、

Ｂ船が釣りをしながら錨泊中、Ａ船が、見張りを行っていなかったため、

Ｂ船に向かって航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

 




